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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　前身頃、後身頃および股下部からなり、少なくとも股下部に吸収体を備え、前身頃と後
身頃とが両側部で相互に接合されることにより、ウエスト周り開口部と脚周り開口部とが
形成されたパンツ型使い捨ておむつであって、
　前記吸収体がウエスト開口部から３ｃｍ以内までの範囲に至り、
　前記パンツ型使い捨ておむつのウエスト周りは、ウエスト周り伸縮材が配設されていな
い着用者側部と、ウエスト周り伸縮材が配設された上部締付部との２重構造とされ、
　前記ウエスト周り開口部には、ウエストフラップが延設されており、前記ウエストフラ
ップには、先端から一定幅にウエスト周り伸縮材が配設されており、前記ウエストフラッ
プが外方へ折り曲げられることにより上部締付部として作用し、更に、
　前記ウエスト周り開口部と前記脚周り開口部との間の腹周りには、前記ウエスト周り伸
縮材とは別の腹周り伸縮材が配置されているパンツ型使い捨ておむつ。
【請求項２】
　前記ウエスト周り伸縮材が配設された上部締付部が、前身頃、後身頃および股下部から
なり、少なくとも股下部に吸収体を備え、前身頃と後身頃とが両側部で相互に接合される
ことにより、ウエスト周り開口部と脚周り開口部とが形成されたパンツ型使い捨ておむつ
本体とは別体となっている請求項１に記載のパンツ型使い捨ておむつ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
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【０００１】
　本発明は、パンツ型使い捨ておむつに関する。より詳しくは、着用時に着用者に与える
圧迫感を低減したパンツ型使い捨ておむつに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　パンツ型使い捨ておむつは一般に、前身頃、後身頃および股下部からなり、少なくとも
股下部に吸収体を備え、前身頃と後身頃とが両側部で相互に接合されることにより、ウエ
スト周り開口部と脚周り開口部とが形成されて構成される。
【０００３】
　特許文献１および２に開示の技術においては、上記構成に加えて、胴周り域におけるウ
エスト周り開口の縁部には、ウエスト周り方向へ延びる複数条の胴周り用伸縮材が伸張状
態で取り付けられている。また、脚周り開口の縁部には、脚周り方向へ延びる複数条の脚
周り用伸縮材が伸張状態で取り付けられている。ウエスト周り用伸縮材と脚周り開口の縁
部との間には、前後ウエスト周り域の縦方向両側縁部の間をウエスト周り方向へ延びる複
数条の補助伸縮材が取り付けられている。
【０００４】
【特許文献１】特開平０７－２３６６５０号公報
【特許文献２】特開平１１－１４０７０５号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　これらのパンツ型使い捨ておむつにおいては、着用時のずれを防止するために、ウエス
ト周り伸縮材を伸張状態で取り付け、かなりの伸縮力が作用するように構成されている。
このため、着用者の肌にゴム跡をつけたり、こすれによる刺激を与えることがあった。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明者は、前記のような従来技術の課題を解決するために鋭意検討した結果、以下に
示すパンツ型使い捨ておむつによって、上記課題が解決されることに想到し、本発明を完
成させた。具体的には、本発明により、以下のパンツ型使い捨ておむつが提供される。
【０００７】
［１］　前身頃、後身頃および股下部からなり、少なくとも股下部に吸収体を備え、前身
頃と後身頃とが両側部で相互に接合されることにより、ウエスト周り開口部と脚周り開口
部とが形成されたパンツ型使い捨ておむつであって、前記吸収体がウエスト開口部から３
ｃｍ以内までの範囲に至り、前記パンツ型使い捨ておむつのウエスト周りは、ウエスト周
り伸縮材が配設されていない着用者側部と、ウエスト周り伸縮材が配設された上部締付部
との２重構造とされ、前記ウエスト周り開口部には、ウエストフラップが延設されており
、前記ウエストフラップには、先端から一定幅にウエスト周り伸縮材が配設されており、
前記ウエストフラップが外方へ折り曲げられることにより上部締付部として作用し、更に
、前記ウエスト周り開口部と前記脚周り開口部との間の腹周りには、前記ウエスト周り伸
縮材とは別の腹周り伸縮材が配置されているパンツ型使い捨ておむつ。
【００１１】
［２］　前記ウエスト周り伸縮材が配設された上部締付部が、前身頃、後身頃および股下
部からなり、少なくとも股下部に吸収体を備え、前身頃と後身頃とが両側部で相互に接合
されることにより、ウエスト周り開口部と脚周り開口部とが形成されたパンツ型使い捨て
おむつ本体とは別体となっている上記［１］に記載のパンツ型使い捨ておむつ。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明のパンツ型使い捨ておむつは、ウエスト周り伸縮材が配設されていない着用者側
部を採用することにより、着用者にゴム跡をつけたり、こすれによる刺激を与えることが
少ない。着用時のずれの防止は、前記上部締付部の前記ウエスト周り伸縮材により実現す
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るが、伸縮材と着用者の肌の間の前記着用者側部の存在により締め付け感が軽減される。
【００１３】
　また、ウエスト周り開口部にウエストフラップを延設した本発明の実施態様によれば、
製造が簡便であるという効果を奏する。また、単にウエストフラップ部を内側または外側
に折り返すだけで本発明の効果を得ることができるので、使用も容易である。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１４】
　以下、本発明の吸収性物品を実施するための最良の形態について、より具体的に説明す
る。但し、本発明はその発明特定事項を備えるパンツ型おむつを広く包含するものであり
、以下の実施形態に限定されるものではない。
【００１５】
［１］定義等：
　「パンツ型使い捨ておむつ」とは、例えば、図１～図３に示すパンツ型使い捨ておむつ
１のように、前身頃２と後身頃６の対応する側縁２ａ，６ａ（２ｂ，６ｂ）同士を接合す
ることによって、一つのウエスト周り開口部１０及び一対の脚周り開口部１２（１２ａ，
１２ｂ）が形成され、予めパンツ型に構成された使い捨ておむつを意味するものとする。
【００１６】
　また、「２ピースタイプ」とは、図１および図２に示すパンツ型使い捨ておむつ１のよ
うに、トップシートとバックシートとの層間に吸収体が内包され、パッド状に形成された
吸収性本体１４と、一つのウエスト周り開口部１０及び一対の脚周り開口部１２ａ，１２
ｂが形成されたパンツ型を呈する外装シート１６とを備え、外装シート１６の内側に吸収
性本体１４が配置・固定された形態を意味するものとする。
【００１７】
　「前身頃」とは、図２に示すように、着用者に装着した際に、着用者の腹側（身体前方
）を覆う部分（図中符号２）、「股下部」とは、着用者に装着した際に、着用者の股下を
覆う部分（図中符号４）、「後身頃」とは、着用者に装着した際に、着用者の背側（身体
後方）を覆う部分（図中符号６）を意味するものとする。
【００１８】
［２］本発明のパンツ型使い捨ておむつの構成：
　図１～図３を参照しつつ本発明の第一の実施形態に係るパンツ型使い捨ておむつの構成
について説明する。図１は、本発明の一実施形態に係るパンツ型使い捨ておむつの模式的
斜視図である。また、図２は、本発明の一実施形態に係るパンツ型使い捨ておむつの模式
的平面図であり、図１のパンツ型使い捨ておむつを展開し、内側（吸収体側）から見た状
態を示す図である。さらに、図３は、本発明の一実施形態に係るパンツ型使い捨ておむつ
の使用状態における模式的断面図であり、使用状態において図２中Ｉ－Ｉで切断した断面
の様子を示す図である。本発明のパンツ型使い捨ておむつは、前身頃２、後身頃６および
股下部４からなり、少なくとも股下部４に吸収体（吸収性本体１４）を備え、前身頃２と
後身頃６とが両側縁（２ａ、２ｂ、６ａおよび６ｂ）で相互に接合されることにより、ウ
エスト周り開口部１０と脚周り開口部１２（１２ａ，１２ｂ）とが形成されたパンツ型使
い捨ておむつであって、前記ウエスト周り開口部１０近傍は、ウエスト周り伸縮材４２が
配設されていない着用者側部４８と、ウエスト周り伸縮材４２が配設された上部締付部４
６との２重構造となっている。
【００１９】
　本実施形態においては、前記ウエスト周り開口部１０にはウエストフラップ５２が延設
されており、前記ウエストフラップ５２には先端から一定幅にウエスト周り伸縮材４２が
配設されており、前記ウエストフラップ５２が折り返し線５０に沿って、外方へ折り曲げ
られることにより上部締付部４６として作用する。図１の斜視図はウエストフラップ５２
を折り返し線５０に沿って外方へ折り曲げた状態を示している。
【００２０】
　また、本実施形態においては、吸収体（吸収性本体１４）がウエスト開口部１０から３



(4) JP 5193788 B2 2013.5.8

10

20

30

40

50

ｃｍ以内までの範囲に到達している。これは、ウエスト周り開口部１０にウエストフラッ
プ５２を延設し、ウエストフラップ５２にウエスト周り伸縮材４２を配設する一方、着用
者側部４８には、ウエスト周り伸縮材４２を配設していないことにより容易に実現するこ
とができたものである。そして、この構成により、吸収体長を長く配置できるので、背腹
からの端部漏れを防止することができる。また、このような構成とすれば、上部締付部４
６のウエスト周り伸縮材４２は、吸収体を介して着用者の肌に対して張力による押圧を与
えるが、吸収体の存在により、着用者には締め付け感をほとんど与えない。なお、吸収体
の長手方向端部がウエスト開口部まで完全に到達している場合も含む。
【００２１】
［３］パンツ型使い捨ておむつの構成部材：
　本発明の吸収性物品は、吸収体と、少なくとも一部が液透過性材料からなり、吸収体の
表面を被覆するように配置されたトップシート１８と、液不透過性材料からなり、吸収体
の裏面を被覆するように配置されたバックシートとを備えるものである。
【００２２】
［３－１］各種伸縮材：
　本発明の吸収性物品が使い捨ておむつである場合は、脚周り伸縮材を配置し、ウエスト
周り伸縮材を配置することが好ましい。
【００２３】
　ウエスト周り伸縮材４２は、ウエスト周り開口部近傍おいて、上部締付部４６に配置さ
れる伸縮材である。ウエスト周り伸縮材を配置することによって、ウエスト開口部に伸縮
性に富むギャザー（ウエストギャザー）を形成することができる。このウエストギャザー
により、ウエスト周りに隙間が形成され難くなり、ウエスト周りからの尿漏れを防止する
ことができる他、着用者へのおむつのフィット性が良好となり、おむつのずり下がりが防
止される。
【００２４】
　例えば、図１～図３に示すパンツ型使い捨ておむつは、おむつのウエスト周り開口部１
０にウエストフラップ５２を延設し、このウエストフラップ５２に複数本のウエスト周り
伸縮材４２を配置した例である。
【００２５】
　腹周り伸縮材は、ウエスト周り開口部と脚周り開口部との間の部分（即ち、着用者の腹
周りに相当する部分）に配置される伸縮材である。腹周り伸縮材を配置することによって
、着用者の腹周りに伸縮性に富むタミーギャザーを形成することができる。このタミーギ
ャザーは、ウエストギャザーと相俟って、おむつのフィット性やずり下がり防止効果を一
層優れたものとすることができる。
【００２６】
　図１～図３に示すパンツ型使い捨ておむつ１は、ウエスト周り開口部１０と脚周り開口
部１２との間の部分（即ち、着用者の腹周りに相当する部分）に、着用者の腹周りを取り
囲むように複数本の腹周り伸縮材４４を配置した例である。
【００２７】
　脚周り伸縮材は、脚周り開口部に沿って配置される伸縮材である。この脚周り伸縮材を
配置することによって、脚周り開口部に伸縮性に富むギャザー（レグギャザー）を形成す
ることができる。従って、脚周りに隙間が形成され難くなり、脚周り開口部からの尿漏れ
を効果的に防止することができる。
【００２８】
　例えば、図１～図３に示すパンツ型使い捨ておむつ１は、おむつの脚周り開口部１２の
カーブに沿って曲線的に脚周り伸縮材４０を配置してレグギャザーを形成した例である。
この脚周り伸縮材４０は、糸ゴムや平ゴムによって構成される。
【００２９】
　脚周り伸縮材は、例えば、図１～図３に示すパンツ型使い捨ておむつ１のように、立体
ギャザー２６の起立線より外側の部分に、脚周り伸縮材４０が形成されていることが好ま
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しい。このような構成とすると、立体ギャザーの十分な防漏効果を確保しつつ、股下部の
装用感・装着感を向上させることができる。
【００３０】
　これらの伸縮材については、ギャザーの収縮の程度等を勘案した上で、構成材料、その
材料の伸張率、固定時の伸張状態等を決定すればよい。
【００３１】
　伸縮材としては、従来の使い捨ておむつで使用されてきた伸縮材を好適に用いることが
できる。具体的には、天然ゴムからなる平ゴムや合成ゴム（ウレタンゴム等）の弾性糸か
らなる糸ゴムの他、伸縮性ネット、伸縮性フィルム、伸縮性フォーム（ウレタンフォーム
等）等を挙げることができる。
【００３２】
　伸縮材は、十分な伸縮力を作用させるため、伸張状態で固定することが好ましい。例え
ば、伸縮材が天然ゴムからなる平ゴムや合成ゴムの弾性糸からなる糸ゴムである場合には
、１２０～４００％の伸張状態で固定することが好ましく、２００～３００％の伸張状態
で固定することがより好ましい。このような範囲の伸張状態で固定することにより、着用
者に対して過度の締め付け力を作用させることなく、十分な伸縮力を作用させることが可
能となる。
【００３３】
　前記のような伸縮材は、おむつの他の構成部材に対して、接着剤その他の手段により固
定される。固定方法としては、例えば、ホットメルト接着剤、その他の流動性の高い接着
剤を用いた接着であってもよいし、ヒートシールをはじめとする熱や超音波等による溶着
であってもよい。
【００３４】
［３－２］吸収体：
　「吸収体」は、着用者の尿等を吸収し、保持するための部材であり、吸収性材料によっ
て構成される。
【００３５】
　「吸収性材料」としては、例えば、フラッフパルプ、高吸水性ポリマー（Ｓｕｐｅｒ　
Ａｂｓｏｒｂｅｎｔ　Ｐｏｌｙｍｅｒ；以下、「ＳＡＰ」と記す。）、親水性シート等を
挙げることができる。「フラッフパルプ」としては、木材パルプや非木材パルプを綿状に
解繊したものを、「ＳＡＰ」としては、ポリアクリル酸ナトリウムを、「親水性シート」
としては、ティシュ、吸収紙、親水化処理を行った不織布等を用いることが好ましい。
【００３６】
　吸収体は、１種又は２種以上の吸収性材料を単層又は複層のマット状に成形したものを
用いることが好ましい。中でも、フラッフパルプ１００質量部に対して、１０～５００質
量部のＳＡＰを併用したものが好ましい。特に、フラッフパルプ１００質量部に対して、
４０～８０質量部のＳＡＰを併用したＳＡＰ比率が高い吸収体を用いるのが好ましい。こ
の際、ＳＡＰはフラッフパルプのマット中に混在させるか、フラッフパルプのマットの層
間に層状に配置して用いればよい。
【００３７】
　吸収体は、矩形状、砂時計型、ひょうたん型、Ｔ字型等、所望の形状に成形して用いる
ことができる。吸収体は、ＳＡＰの脱落を防止し、形状安定性を付与するという目的から
、親水性シートによって被包されていることが好ましい。通常、吸収体はトップシートと
バックシートの間に挟みこまれ、両シートと一体化された状態で用いられる。
【００３８】
［３－３］トップシート：
　トップシートは、着用者の尿等を透過させる必要から、その少なくとも一部（全部又は
一部）が液透過性材料により構成される。
【００３９】
　「液透過性材料」としては、織布、不織布、多孔性フィルム等を挙げることができる。
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中でも、ポリプロピレン、ポリエチレン、ポリエステル、脂肪族ポリアミド等の熱可塑性
樹脂からなる不織布に親水化処理を施したものを用いることが好ましい。
【００４０】
　「不織布」としては、エアスルー（カード熱風）、カードエンボス等の製法によって製
造された不織布を好適に用いることができる。「親水化処理」は、界面活性剤を塗布、ス
プレー、含浸等させることにより行うことができる。
【００４１】
　トップシートは、「少なくとも一部」、具体的には、トップシートを平面的に見た場合
に、少なくとも吸収体の表面近傍は液透過性材料により構成されていることが好ましい。
【００４２】
　なお、吸収性物品の着用者の肌側に位置するシートが全てトップシートによって構成さ
れている必要はない。即ち、着用者の肌と接するシートが、トップシートを含む複数のシ
ートによって構成され、トップシートと他のシートがシートの表面方向に向かって継ぎ合
わされたような構造となっていてもよい。
【００４３】
［３－４］バックシート：
　バックシートは、吸収体の裏面（おむつの装着時において着用者の肌から遠い側に位置
する面）を被覆するように配置されるシートである。バックシートは、着用者の尿がおむ
つ外部に漏洩してしまうことを防止する必要から、液不透過性材料によって構成される。
【００４４】
　バックシートの配置位置については特に制限はない。吸収体で吸収された尿の漏れを防
止するという観点から、少なくとも吸収体の存在する部分にバックシートが配置されてい
ることが好ましい。
【００４５】
　バックシートを構成する液不透過性材料としては、例えば、ポリエチレン等の樹脂から
なる液不透過性フィルム等を挙げることができ、中でも、微多孔性ポリエチレンフィルム
を用いることが好ましい。この微多孔性ポリエチレンフィルムは、０．１～数μｍの微細
な孔が多数形成されており、液不透過性ではあるが透湿性を有するため、おむつ内部の蒸
れを防止することができるという利点がある。
【００４６】
　カバーシートを構成する材料としては、例えば、織布、不織布等を挙げることができる
。中でも、ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリエステル等の熱可塑性樹脂からなる乾式
不織布、湿式不織布を用いることが好ましい。
【００４７】
［３－５］立体ギャザー：
　本発明の吸収性物品は、撥水性シートからなり、吸収体の両側に配置された少なくとも
一対の立体ギャザーを備えていることが好ましい。
【００４８】
　立体ギャザーの構成は、従来の使い捨ておむつ、その他の吸収性物品に使用される構成
を採用することができる。例えば、図２に示すパンツ型使い捨ておむつ１のように、撥水
性シート３２の層間に伸縮材（立体ギャザー伸縮材３６）を挟み込んで固定し、その立体
ギャザー伸縮材３６の収縮力によってギャザー（襞）を形成したもの等を好適に用いるこ
とができる。この例では、撥水性シート３２の折り返し部分に立体ギャザー伸縮材３６を
挟み込んで固定した例である。
【００４９】
　なお、立体ギャザーは、前記のように立体ギャザー用の撥水性シートを別途付設しても
よいし、おむつを構成するシート材の一部によって形成してもよい。例えば、図２に示す
パンツ型使い捨ておむつ１は、サイドシート１９を構成する撥水性シート３２の一部によ
って立体ギャザー２６ａ，２６ｂを形成した例である。撥水性シートは、カードエンボス
、スパンボンド等の製法により製造された不織布であってもよいが、防水性の高いＳＭＳ
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、ＳＭＭＳ等の不織布シートが更に好ましい。
【００５０】
［４］その他の実施形態
［４－１］第二の実施形態
　図４は、本発明の第二の実施形態に係るパンツ型使い捨ておむつの模式的平面図であり
、パンツ型使い捨ておむつを展開し、内側（吸収体側）から見た状態を示す図である。ま
た、図５は、図４に示すパンツ型使い捨ておむつを使用状態において、図４中ＩＩ－ＩＩ
で切断した断面を示す模式的断面図である。第二の実施形態は、第一の実施形態における
腹周り伸縮材４４を省略した形態である。このように構成することによって、腹から背中
にかけての締め付け感をなくすことができる。
【００５１】
［４－２］第三の実施形態
　図６は、本発明の第三の実施形態に係るパンツ型使い捨ておむつの模式的平面図であり
、パンツ型使い捨ておむつを展開し、内側（吸収体側）から見た状態を示す図である。ま
た、図７は、図６に示すパンツ型使い捨ておむつを使用状態において、図６中ＩＩＩ－Ｉ
ＩＩで切断した断面を示す模式的断面図である。第三の実施形態は、第二の実施形態にお
けるウエストフラップ５２をさらに延長し、上部締付部４６を延長した形態である。この
ように構成することによって、着用者の腹まわりのフィット感を高めることができる。ま
た、着用者側部４８を介して着用者の腹まわりに作用するため、締め付け感は軽減されて
いる。
【００５２】
［４－３］第四の実施形態
　図８は本発明の第四の実施形態に係るパンツ型使い捨ておむつの模式的平面図であり、
パンツ型使い捨ておむつを展開し、内側（吸収体側）から見た状態を示す図である。また
、図９は、図８に示すパンツ型使い捨ておむつを使用状態において、図８中ＩＶ－ＩＶで
切断した断面を示す模式的断面図である。第四の実施形態は、第三の実施形態における脚
周り伸縮材４０を省略した形態である。このように構成することによって、着用者の締め
付け感が更に軽減される。
【００５３】
［４－４］第五の実施形態
　図１０は本発明の第五の実施形態に係るパンツ型使い捨ておむつの模式的斜視図である
。第五の実施形態においては、上部締付部４６がパンツ型使い捨ておむつ本体１とは別体
とされている。使用時には、上部締付部４６は、図１０中矢印Ｗ方向にパンツ型使い捨て
おむつ本体と重ね合わされる。このように構成することによっても、着用者への締め付け
感が軽減されるという本発明の効果を得ることができる。
【００５４】
［４－５］第六の実施形態
　図１１は本発明の第六の実施形態に係るパンツ型使い捨ておむつの模式的平面図であり
、パンツ型使い捨ておむつを展開し、内側（吸収体側）から見た状態を示す図である。ま
た、図１２は、図１１に示すパンツ型使い捨ておむつを使用状態において、図１１中Ｖ－
Ｖで切断した断面を示す模式的断面図である。第六の実施形態は、第一の実施形態におけ
る吸収体を従来のものと同程度の長さとしたものである。このように構成することによっ
ても、着用者への締め付け感が軽減されるという本発明の効果を得ることができる。
【００５５】
［４－６］第七の実施形態
　図１３は第七の実施形態に係るパンツ型使い捨ておむつの模式的平面図であり、パンツ
型使い捨ておむつを展開し、内側（吸収体側）から見た状態を示す図である。また、図１
４は、図１３に示すパンツ型使い捨ておむつを使用状態において、図１３中ＶＩ－ＶＩで
切断した断面を示す模式的断面図である。第七の実施形態は、第六の実施形態において、
ウエストフラップ５２に配設していたウエスト周り伸縮材４２を廃止する一方、従来技術
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と同様の部位にウエスト周り伸縮材４２を配設したものである。使用時には、ウエストフ
ラップ５２を折り返し線５０から内側（着用者側）に折り込むことにより、ウエストフラ
ップ５２を着用者側部４８として作用させるものである。このように構成することによっ
ても、着用者への締め付け感が軽減されるという効果を得ることができる。
【００５６】
［５－１］吸収性本体の製造：
　バックシートの上面に、親水性シートに包まれた吸収体を配置し、更にその上面にトッ
プシートを配置する。次いで、吸収体の周縁部をトップシートとバックシートとで挟み込
むように封着することによって吸収性本体１４を得る。
【００５７】
［５－２］立体ギャザーの製造：
　シート材３２の一方の端部を折り返し、その折り返し部分に、２本の立体ギャザー伸縮
材を挟み込んだ状態で貼り合わせることによって、立体ギャザー２６ａ（２６ｂ）を得る
。得られた立体ギャザーの伸縮材側を自由端として吸収性本体中央側になるように配置し
、吸収性本体側部とシート材を固定し、自由端の長手方向端部を吸収性本体に固定する。
【００５８】
［５－３］外装部材の製造：
　まず、外装部材１６となる不織布を２枚用意し、このうちの１枚の不織布の上面に、ウ
エスト周り伸縮材４２、腹周り伸縮材４４および脚周り伸縮材４０を配置し接着固定する
。そして、この上面に、更にもう１枚の不織布を積層し固定することにより、２枚の不織
布の間に、ウエスト周り伸縮材４２、腹周り伸縮材４４および脚周り伸縮材４０が介装さ
れた外装部材１６を得る。
【００５９】
［５－４］使い捨ておむつの製造：
　外装部材１６の股下部近傍に、吸収性本体１４を配置し固定する。次いで、吸収性本体
１４を内側にして、前身頃２と後身頃６とを合わせるように二つ折りにし、前身頃２と後
身頃６とをヒートシール等の手段により接合し、接合部を形成することによって、図１～
図３に示す使い捨ておむつ１を製造することができる。
【００６０】
　前記のような一連の工程は、機械的な手段によって連続的に行うことが可能である。例
えば、長尺のシート材や伸縮材をローラーから連続的に送出する等の方法・装置を採用す
ることにより、使い捨ておむつの連続製造が可能となり、生産性の向上に資する。
【産業上の利用可能性】
【００６１】
　本発明のパンツ型使い捨ておむつは、乳幼児用又は介護を必要とする高齢者や障害者等
の成人に対して好適に用いることができる。
【図面の簡単な説明】
【００６２】
【図１】本発明の一実施形態に係るパンツ型使い捨ておむつの模式的斜視図である。
【図２】本発明の一実施形態に係るパンツ型使い捨ておむつの模式的平面図であり、パン
ツ型使い捨ておむつを展開し、内側（吸収体側）から見た状態を示す図である。
【図３】本発明の一実施形態に係るパンツ型使い捨ておむつの模式的断面図であり、使用
状態におけるパンツ型使い捨ておむつを図２中Ｉ－Ｉで切断した断面の様子を示す図であ
る。
【図４】本発明の第二の実施形態に係るパンツ型使い捨ておむつの模式的平面図であり、
パンツ型使い捨ておむつを展開し、内側（吸収体側）から見た状態を示す図である。
【図５】本発明の第二の実施形態に係るパンツ型使い捨ておむつの模式的断面図であり、
使用状態における図４のパンツ型使い捨ておむつを図４中ＩＩ－ＩＩで切断した断面の様
子を示す図である。
【図６】本発明の第三の実施形態に係るパンツ型使い捨ておむつの模式的平面図であり、
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パンツ型使い捨ておむつを展開し、内側（吸収体側）から見た状態を示す図である。
【図７】本発明の第三の実施形態に係るパンツ型使い捨ておむつの模式的断面図であり、
使用状態における図６のパンツ型使い捨ておむつを図６中ＩＩＩ－ＩＩＩで切断した断面
の様子を示す図である。
【図８】本発明の第四の実施形態に係るパンツ型使い捨ておむつの模式的平面図であり、
パンツ型使い捨ておむつを展開し、内側（吸収体側）から見た状態を示す図である。
【図９】本発明の第四の実施形態に係るパンツ型使い捨ておむつの模式的断面図であり、
使用状態における図８のパンツ型使い捨ておむつを図８中ＩＶ－ＩＶで切断した断面の様
子を示す図である。
【図１０】本発明の第五の実施形態に係るパンツ型使い捨ておむつの模式的斜視図である
。
【図１１】本発明の第六の実施形態に係るパンツ型使い捨ておむつの模式的平面図であり
、パンツ型使い捨ておむつを展開し、内側（吸収体側）から見た状態を示す図である。
【図１２】本発明の第六の実施形態に係るパンツ型使い捨ておむつの模式的断面図であり
、使用状態における図１１のパンツ型使い捨ておむつを図１１中Ｖ－Ｖで切断した断面の
様子を示す図である。
【図１３】第七の実施形態に係るパンツ型使い捨ておむつの模式的平面図であり、パンツ
型使い捨ておむつを展開し、内側（吸収体側）から見た状態を示す図である。
【図１４】第七の実施形態に係るパンツ型使い捨ておむつの模式的断面図であり、使用状
態における図１３のパンツ型使い捨ておむつを図１３中ＶＩ－ＶＩで切断した断面の様子
を示す図である。
【符号の説明】
【００６３】
１：パンツ型使い捨ておむつ（本体）、２：前身頃、２ａ，２ｂ：側縁、４：股下部、６
：後身頃、６ａ，６ｂ：側縁、８：接合部、１０：ウエスト周り開口部、１２，１２ａ，
１２ｂ：脚周り開口部、１４：吸収性本体、１６：外装シート、１８：トップシート、２
６，２６ａ，２６ｂ：立体ギャザー、３２：撥水性シート、３６：立体ギャザー伸縮材、
４０：脚周り伸縮材、４２：ウエスト周り伸縮材、４４：腹周り伸縮材、４６：上部締付
部、４８：着用者側部、５０：折り返し線、５２：ウエストフラップ。
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